
 

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 

次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画 

 

 
 職員が仕事と子育てを両立させることができ、職員全員が働きやすい環境をつくること

によって、全ての職員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計

画を策定する。 
 
１．計画期間 令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで（５年間） 

 

２．内  容 

【妊娠中の労働者及び子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立等を支援 

するための雇用環境の整備】 

≪目標１≫ 

職員に対し、育児支援に関する諸制度の利用促進を図る。 

＜対策＞ 
 令和２年度～ 

・男性職員の育児参加について職員の意識の向上を図る。 
・職場復帰した女性教員へ研究補助者を一定期間配置するとともに、運営業務 
に対する負担を軽減する。 

・育児休業中及び職場復帰後の支援策について見直す。 
 

  【働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備】 

≪目標２≫ 

職員の健康維持・促進及びワーク・ライフ・バランス向上のため、長時間労働の

抑制や年次有給休暇の取得を促す。 

＜対策＞ 
 令和２年度～ 

・週１回実施している「ノー残業デー」について、定着を促す。 
・年次有給休暇取得を計画的かつ確実に実施するための取組みを実施する。 

 

  【その他】 

≪目標３≫ 

次世代育成に向けた地域貢献活動を奨励する。 

＜対策＞ 
 令和２年度～ 

・施設見学・体験教室等の開催を引き続き推進する。 
・職員が子どもを対象とした地域交流行事の講師等として参加することを引き

続き奨励する。 


